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凡例　時＝日時　所＝場所　容＝内容　対＝対象　条＝条件　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など　料＝料金
　　　募＝募集期間・方法	 受＝受付　持＝持参するもの	 問＝問い合わせ先

入湯税
（環境施設などの整備の目的税）

　入湯税は鉱泉浴場（温泉など）を
利用する入湯客に課税され、入湯客から受け取った税
金は鉱泉浴場の経営者が市に納めます。税額は1人
150円です。ただし、満12歳未満の人、一般公衆浴場
の入湯客などへの課税は免除されます。納められた税
金は､次の費用にあてられます。
　●清掃工場、下水処理場などの環境衛生施設の整備
　●鉱泉源の保護管理施設の整備
　●消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
　●観光施設の整備
問駅南庁舎市民税課		 	0857-20-3411

社会保険労務士制度推進月間
年金・労務相談
　鳥取県社会保険労務士会では、鳥取年金事務所と
共催で無料相談を行います。
と　き　11 月 7日（金）10:00 〜 16:00
ところ　鳥取市役所駅南庁舎１階ロビー（富安二丁目）
内　容　▷年金　▷健康保険（労災保険、介護保険含む）
　　　　▷労働問題全般（解雇、退職、賃金）など
※年金手帳をご持参いただくと、年金見込額など具
体的にお答えできるようにしています。また、「ね
んきん定期便」についてのご相談もお受けします。
お気軽にお尋ねください。
※本人以外の人が来られる場合は、委任状が必要です。

問鳥取県社会保険労務士会		 0857-26-0835

鳥取年金事務所
年金相談開設してます！
土曜日の年金相談
　◇毎月第２土曜日に開設　9:30 〜 16:00
時間延長相談日
　◇毎週月曜日は 19:00 まで延長しています。
問鳥取年金事務所		 0857-27-8311

福　
　

祉

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
10
月
15
日
（
水
）
10:

00
〜
12:

00

所
駅
南
庁
舎
地
下
第
１
会
議
室　

対
家
族

介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心
の
あ
る
人　

容
講
演
「
在
宅
で
の
リ
ハ
ビ
リ
を
考
え
る
」

講
師
：
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
リ

ラ
イ
フ　

長
谷
陽
平
さ
ん　

料
2
０
０
円

募
10
月
10
日
（
金
）
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
駅
南
庁

舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い 

　

〜
毎
月
第
２
金
曜
日
開
催
〜

時
10
月
10
日
（
金
）
10:

00
〜
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）

容
本
人
や
家
族
が
認
知
症
の
問
題
や
介
護

の
悩
み
な
ど
を
情
報
交
換
を
し
、
不
安
を
解

消
す
る
場　

料
無
料

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

　

日
ご
ろ
の
認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
次
の

各
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け
て
い
ま
す
。

問
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

毎
週
月
〜
金　

10:

00
〜
18:

00

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

問
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

説
明
会
・
育
児
サ
ポ
ー
ト
基
礎
研
修
会

日
光 

新
生
姜
ま
つ
り

時
10
月
26
日
（
日
）
10:

00
〜
12:

00
（
受

付
９:

30
〜
11:

00
）　

所
気
高
町
日
光
生

姜
畑　

※
国
道
入
り
口
か
ら
畑
ま
で
は
「
日

光
生
姜
の
ぼ
り
旗
」
が
目
印
。
※
雨
天
の
場

合
は
日
光
公
民
館　

容
収
穫
体
験
と
掘
り

上
げ
た
ば
か
り
の
新
生
姜
の
販
売
、
地
元
住

民
の
方
の
手
作
り
に
よ
る
生
姜
料
理
の
試

食
、
加
工
品
販
売
な
ど
。

※
収
穫
体
験
ご
希
望
の
人
は
、
長
靴
、
軍
手

な
ど
を
準
備
の
う
え
、
日
光
生
姜
畑
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
イ
ベ
ン
ト
以
降
も
新
生
姜
の
販
売
を

10
月
31
日
（
金
）（
10:

00
〜
14:

00
）
ま
で
、

生
姜
畑
で
行
い
ま
す
。

第
37
回
鳥
取
市
木
の
ま
つ
り

時
11
月
３
日
（
月
・
祝
）
11:

00
〜
16:

00

※
雨
天
の
場
合
歩
行
者
天
国
が
中
止
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。　

所
若
桜
街
道
（
歩

行
者
天
国
）
※
市
国
際
観
光
物
産
セ
ン
タ
ー

（
ま
ち
パ
ル
鳥
取
）
前
〜
市
役
所
第
二
庁
舎

前　

容
《
路
上
イ
ベ
ン
ト
》
木
の
催
し
コ
ー

ナ
ー
、
お
茶
席
コ
ー
ナ
ー
、
路
上
コ
ン
サ
ー

ト
、
バ
ザ
ー
、
体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど	

《
苗
木
プ
レ
ゼ
ン
ト
》　

15:

30
か
ら
若
桜
橋

上
で
配
付
（
雨
天
の
場
合
は
、
同
時
刻
に
市

役
所
本
庁
舎
玄
関
前
で
配
付
）

問
鳥
取
市
花
と
木
の
ま
つ
り
実
行
委
員
会

（
第
二
庁
舎
経
済
・
雇
用
戦
略
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
２
２
２

第
15
回
と
っ
と
り
き
の
こ
祭
り

時
10
月
４
日
（
土
）
９:

30
〜
14:

30
（
雨

天
決
行
）　

所
（
一
財
）
日
本
き
の
こ
セ
ン

タ
ー
菌
蕈
研
究
所
（
古
郡
家
）　

容
し
い
た

け
も
ぎ
と
り
体
験
、
し
い
た
け
ソ
フ
ト
ク
リ

ー
ム
、
バ
ザ
ー
販
売
（
き
の
こ
鍋
、
き
の
こ

焼
き
そ
ば
、
き
の
こ
入
り
ド
ー
ナ
ツ
な
ど
）

※
会
場
へ
は
、シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
（
一
財
）
日
本
き
の
こ
セ
ン
タ
ー
菌
蕈
研
究
所

	

０
８
５
７-

51-

８
１
１
１

容
子
育
て
支
援
活
動
を
始
め
た
い
人
へ
の

説
明
会
と
研
修
会

【
説
明
会
】
時
11
月
７
日
（
金
）・
11
日
（
火
）

10
：
00
〜
12
：
00　

所
▽
７
日
：
さ
ざ
ん
か

会
館
１
階
第
１
会
議
室　

▽
11
日
：
さ
わ
や

か
会
館
3
階
研
修
室
２
（
富
安
二
丁
目
）　

対
市
内
在
住
で
子
育
て
支
援
に
関
心
が
あ

る
人
、
心
身
と
も
に
健
康
な
人　

※
11
日
は

託
児
（
無
料
）
あ
り
（
１
歳
６
カ
月
以
上
）

※
参
加
希
望
の
人
お
よ
び
託
児
希
望
の
人
は

事
前
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
研
修
会
】
時
11
月
20
日
（
木
）・
21
日
（
金
）

９
：
30
〜
16
：
30　

所
さ
ざ
ん
か
会
館
１

階
第
２
会
議
室　

対
説
明
会
に
参
加
し
、

育
児
支
援
を
す
る
会
員
に
な
り
た
い
人　

容
▽
20
日
：
「
幼
児
の
発
育
と
発
達
、
保

育
者
と
の
か
か
わ
り
方
」高た

か
は
し橋
千ち

え枝
さ
ん（
鳥

取
大
学
地
域
学
部
地
域
教
育
学
科
講
師
）
な

ど　

▽
21
日
：
乳
幼
児
の
救
急
安
全
の
講
座

と
実
技	

な
ど　

料
１
０
４
円
（
冊
子
代
）

※
参
加
希
望
の
人
お
よ
び
託
児
（
無
料
）
希

望
の
人
は
、
事
前
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
鳥
取
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー（
育
児
型
）

	

０
８
５
７-

39-

２
７
６
１

	ikuji@
tottoricity-syakyo.or.jp

母
子
家
庭
畳
替
え
サ
ー
ビ
ス

時

10
月
下
旬
〜
11
月
上
旬　

▽
畳
引
取

り
：
8:
00
頃	

→	

畳
返
却
：
16:

00
頃

対
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
母
子

世
帯
で
、
民
間
経
営
の
ア
パ
ー
ト
ま
た
は
借

家
に
入
居
し
て
い
る
世
帯　

員
５
世
帯
程

度　

※
１
世
帯
に
つ
き
１
部
屋（
６
畳
程
度
）

で
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

問
鳥
取
市
市
民
運
動
推
進
協
議
会
（
本
庁

舎
協
働
推
進
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

第
32
回
鳥
取
市
児
童
文
化
祭

時
10
月
12
日
（
日
）
９:

30
〜
11:

40　

所
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館	

梨
花
ホ
ー
ル
（
尚

徳
町
）　

容
テ
ー
マ
「
い
の
ち
輝
け
♥
わ
い

わ
い
ワ
ー
ル
ド
〜
手
を
つ
な
ご
う　

地
域
・

家
庭
・
保
育
園
と
〜
」　

▽
公
私
立
保
育
園

年
長
児
の
発
表
（
歌
・
リ
ズ
ム
遊
び
・
伝
承

踊
り
な
ど
）・
映
像
・
パ
ネ
ル
に
よ
る
園
紹
介
・

食
育
活
動
の
紹
介

問
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
６
２

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

14
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（

14
ペ
ー
ジ
）

【
生
活
管
理
指
導
員
の
派
遣
】

容
家
庭
訪
問
に
よ
る
家
事
援
助
・
指
導
（
週

１
時
間
30
分
ま
で
）　

対
要
介
護
・
要
支
援

認
定
者
を
除
く
、
要
介
護
状
態
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
虚
弱
な
高
齢
者
で
、
家
事
な
ど
の

基
本
的
生
活
習
慣
が
十
分
で
な
い
人　

料
１
９
４
円
／
30
分
（
生
活
保
護
世
帯
は

無
料
）

【
徘
徊
高
齢
者
位
置
検
索
シ
ス
テ
ム
利
用
助
成
】

容
認
知
症
な
ど
に
よ
る
徘
徊
行
動
の
あ
る

高
齢
者
の
居
場
所
を
確
認
す
る
シ
ス
テ
ム
を

利
用
す
る
際
、
契
約
時
に
必
要
な
初
期
費
用

の
一
部
を
助
成　

対
市
内
在
住
で
徘
徊
行

動
の
あ
る
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

家
族　

額
１
万
円
（
上
限
）

問
農
事
組
合
法
人
日
光
農
産

	

０
８
５
７-

82-

１
１
０
０

問
代
表　

山
花
繁
夫

	

０
８
０-

５
６
１
７-

８
８
１
６

鳥
取
地
域
一
斉
清
掃

時
10
月
19
日
（
日
）　

※
ご
み
は
翌
20
日
〜
24
日
に
収
集
し
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

●
ご
み
は
町
内
会
で
決
め
ら
れ
た
一
斉
清
掃

　

用
の
集
積
場
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

●
び
ん
・
缶
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
分
別

　

を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。　

●
家
庭
ご
み
や
家
電
製
品
、
大
型
ご
み
、
タ

　

イ
ヤ
な
ど
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　

※
ケ
ガ
を
し
な
い
よ
う
、
無
理
の
な
い
範
囲

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員 

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

時
10
月
20
日
（
月
）
〜
11
月
3
日
（
月
・
祝
）

所
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
西
町
二

丁
目　

福
祉
文
化
会
館
内
）
容
平
成
26
年

9
月
1
日
現
在
で
調
製
し
た
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧　

※
こ
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
と
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
の
投
票
が
で
き

ま
せ
ん
。
登
録
漏
れ
や
誤
り
が
あ
れ
ば
、
こ

の
期
間
中
に
異
議
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

	

０
８
５
７-

20-

３
３
８
６

お
知
ら
せ

固定資産税の課税対象になる家屋とは
次の要件を有するものとなります。
①基礎などで土地に定着して建造している
②屋根があり、三方以上の周壁があり、風雨をしのぎ
得る状態の建物（外界から遮断することができる一
定の空間を有する建物）
③居住、作業、貯蔵などの用途に供し得る状態にある
建物
　買ってきた物置や自分で建てた
ものでも、上記の要件を満たすも
のは、固定資産税の課税対象にな
りますので、その場合はご連絡く
ださい。
問 	駅南庁舎固定資産税課		 	0857-20-3424

ま
で　

料
無
料　

募
10
月
17
日
（
金
）
ま

で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
６
５
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